
相模原市における放課後児童クラブについて 

 

１ 入会児童数等の推移（各年度５月１日現在） 

（１）公立児童クラブ 

年 度 施設数 
定 員 

（人） 

入会児童数

（人） 

保留 

児童数（人） 

H21 66 3,235 3,787 211 

H22 66 3,305 3,877 84 

H23 66 3,305 3,858 50 

H24 66 3,700 3,881 148 

H25 66 3,805 3,977 165 

H26 66 4,043 4,205 199 
 
（２）民間児童クラブ 

年 度 施設数 入会児童数（人）

H21 13 332

H22 15 369

H23 16 419

H24 18 475

H25 20 526

H26 21 580

 

２ 施設数（平成２６年５月１日現在） 

（１）公立児童クラブ ６５校（全７２校）で実施 

        単位：箇所 

施設形態 
学校の 

余裕教室 

学校敷地内

専用施設 

児童館・ 

児童センター

公有地 

専用施設 
合 計 

第１児童クラブ 16 22 24 4 66

第２児童クラブ 12 5 6 3 26

合 計 
28 27 30 7 92

30.5% 29.3% 32.6% 7.6% 100%

※実施箇所の約６割において学校施設等を利用している状況 

 

（２）民間児童クラブ ２１施設で実施 

           単位：箇所 

施設形態 
民家・ 

アパート 

貸し店舗・

事務所 
保育所 幼稚園 合 計 

児童クラブ 
8 10 1 2 21

38.1% 47.6% 4.8% 9.5% 100%

参考資料 

通番１０：放課後児童クラブの補助条件の見直し（相模原市）
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【参考資料】鳥取県の放課後児童クラブの実施状況について 

 

子 育 て 応 援 課 

平成２６年８月１９日 

 

１ 県内の放課後児童クラブの実施状況 

国庫補助対象外のクラブ数の推移 

 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６（予定）

対象外クラブ数 １０クラブ ９クラブ ５クラブ ６クラブ

１０人未満のクラブ数 ６クラブ ８クラブ ４クラブ ６クラブ

開設日数が２５０日未満で

１０人～１９人のクラブ数 
４クラブ １クラブ １クラブ ０クラブ

全クラブ数 １３５クラブ １３７クラブ １３８クラブ １４７クラブ

※夏休みのみ開設のクラブを含めず（Ｈ２３～Ｈ２５：１クラブ、Ｈ２６：２クラブ） 

 

２ 単県助成制度 

（１）小規模クラブの運営費に関する助成制度（Ｈ２５） 

    ５～９人で実施している小規模クラブについて、運営費を助成。 

また、児童数１０～１９人、開設日数２５０日以上の国庫補助対象クラブの運営費に 

５５２千円の上乗せ助成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）小規模クラブの実施状況と補助額（Ｈ２５実績） 

 

区　　分

対象児童数 5人～ 5人～19人 5人～9人 10～19人 20人～

開設日数 25～199日 200～249日 250日以上 250日以上 200～249日

1,193千円

552千円
※かさ上げ

2,059千円
※特例分

補助基準額

国庫事業対象

※着色枠内は単県補助

※特例分とは、利用者に対するニーズ調査を行った結果、実態として２５０日開所する必要がない場合に国庫補助対象とするもの。

1,745千円×日数/250日 1,745千円

単県事業

（単位：円）

受入
児童数

開設日数 補助対象経費 限度額 補助金額

ａクラブ※ ８人 ２４７日 2,808,220 2,080,000 1,040,000

ｂクラブ※ １３人 ２４７日 2,654,340 2,080,000 1,040,000

小計 5,462,560 4,160,000 2,080,000

ｃクラブ※ ６人 ２４２日 2,409,112 2,059,000 1,029,000

ｄクラブ ９人 ２５日 633,478 419,000 209,000

小計 3,042,590 2,478,000 1,238,000

ｅクラブ ９人 ２５７日 3,391,470 2,477,000 1,238,000

ｆクラブ ９人 ２５６日 1,733,856 2,491,000 1,245,000

小計 5,125,326 4,968,000 2,483,000

13,630,476 5,801,000

（注１）※印の付いているクラブが特別交付税の対象

（注２）ｄクラブについては夏休み期間のみ開設のクラブ

小計

クラブ名

合計

小計

B町

C町

市町村名

実績報告

A市

小計

通番１０：放課後児童クラブの補助条件の見直し（鳥取県）
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通番４８：認可外保育施設に係る市町村への権限移譲（埼玉県）
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地方分権改革に関する提案募集（埼玉県） 

 提案事項 

保育所に配置する職員数や居室面積に係る義務付け・枠付けの見直し 

 求める措置の具体的内容 

 保育所における居室等の面積、保育士の配置について、従うべき基準から標準あるいは参酌基準

に変更し、地域の実情に応じて基準を設定できるようにすること。 

 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性 

【制度改正の必要性等】 

住民に身近な行政サービスである保育所の設置運営基準については、地域ごとの事情は千差万別

であることから、全国一律の規制を行うのではなく、地方自治体の裁量の余地を広げ、地域の実情

に応じた基準を設定できるようにすることが必要である。 

（待機児童が多く、地価が高く市街地が過密した都市部と、待機児童が少なく、地価も比較的安価

で土地利用にゆとりのある地域とを一律に同じ基準で縛ることは不合理である。） 

そのため、児童福祉法第 45条第 2項第 2号等により従うべき基準とされている保育所における居

室等の面積、保育士の配置について、標準あるいは参酌基準に変更し、地域の実情に応じて基準を

設定できるようにすべきある。 

【制度改正の経緯】 

第１次一括法に基づき、平成２４年４月から児童福祉施設・サービスの人員・設備・運営基準等

は都道府県等の条例に委任され、人員・居室面積等の厚生労働省令で定める基準は従うべき基準、

その他は参酌すべき基準とされた。 

ただし、保育所の居室面積基準について、地価が高く、待機児童が１００人以上いる地域におい

て厚生労働大臣が指定する地域にあっては、政令で定める日までの間は、「標準」とする特例措置が

創設された。 

（平成 23年 9月に 34都市が指定され、その後の追加等で現在は 40都市（埼玉県内は 3市）） 

埼玉県においては、平成 24年 12月議会で埼玉県児童福祉法施行条例を制定し、第 1 次一括法附

則第 4条の規定により厚生労働大臣が指定した地域は平成 27年 3月 31日までの間、満 1歳以上満

2歳未満の幼児に限り、1人当たり居室面積を 2.5㎡まで緩和可能とした。 

特例措置の対象となった都市のうちの全てが独自基準を適用しているわけではないが、それらにお

いても十分に検討し、自ら判断した結果である。 

【地方分権改革推進委員会第３次勧告における委員会の認識要旨】 

下記の地方分権改革推進委員会の第３次勧告における委員会の認識を踏まえ、他の地域について

も自ら判断できるようにすることが分権型社会を進める上で不可欠である。 

「義務付け・枠付けの見直しとは、国が全国一律に決定し、地方自治体に義務付けていた基準、

施策等を、地方自治体自らが決定し、実施するように改める改革であり、これによって、各地域に

おいて、その地域の実情に合った最適なサービスが提供され、最善の施策が講じられるよう、国と

地方自治体の役割分担を見直すものである。 

別紙６ 
通番４７：保育所等の児童福祉施設に係る「従うべき基準」の見直し（埼玉県）
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全国知事会等の提言等にある現実の具体的なニーズに対して、国の基準であることを維持したま

まで、その都度、国が個々に基準の見直し措置を講じたりするだけでは、地方分権改革の名には値

しない。 

地方分権改革を進め、「地方政府」を確立する観点からは、地方自治体がサービス、施策等のあり

方についての説明責任を負うべきであり、何らかのニーズに対応する見直しの必要性の判断も、地

方自治体の責任において行うようにしなければならないというのが当委員会の基本認識である。」 
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